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令和７年度事業計画 
 

地方公共団体との緊密な連携の下に、地域における民間事業活動等の積極的な展開を図り、 

もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するため、次の諸事業を実施する。 

 

１ 財団事業の広報 （33,328千円） 

 

（１）財団事業説明会の実施等 

地方公共団体及び金融機関の幹部への訪問、担当者への説明会の開催、市長会・町村会等

の関係団体への事業説明などにより、重層的な広報活動を展開する。 

ふるさと融資については、上記の広報活動に加え、制度の拡充内容の周知、総務省・環境

省と協働した利用勧奨やふるさと融資応援大使による周知等を積極的に行う。 

新たに、地方公共団体や金融機関、地域産業などの幅広い関係者との意見交換の場を設け、

地域ニーズ等の収集や情報発信を行う。 

また、財団のファンづくり等に向けた準備を進める。 

 

（２）情報誌「ふるさとVitalization」の発行（日本宝くじ協会助成事業） 

財団事業を活用し、活力と魅力ある地域づくりに向けて活躍する民間事業者や地方公共団

体の取組みや、学識者の最新の知見等を広く情報発信する。 

 

（３）「ふるさと財団パンフレット」及び「ふるさと融資パンフレット」等の作成 

財団事業の活用を検討する際の参考資料として、各事業の概要やふるさと融資の制度・活

用事例を掲載したパンフレット等を作成する。 

 

（４）財団ホームページの運営 

動画による財団事業の紹介など掲載内容の充実や適時の情報更新等のリニューアルを行う。 

 

 

２ 地域総合整備資金貸付（ふるさと融資）の推進 （13,395千円） 
 

（１）ふるさと融資の調査・検討 

地方公共団体の依頼により、ふるさと融資案件の総合的な調査・検討を行い、地方公共団体

に対してその結果を助言とともに通知する。 

 

（２）ふるさと融資の貸付実行・償還事務 

ふるさと融資の貸付実行から最終償還に至るまでの事務を、地方公共団体との間で貸付事務

包括委託契約を締結し実施する。 

 

（３）ふるさと企業大賞（総務大臣賞）表彰 

地域に貢献する事業活動を展開する民間事業者を顕彰し、広く周知することに より、活力

と魅力ある地域づくりの一層の推進に努める。 
 
 

３ 地域産業の創出・育成への支援 （53,004千円） 
 

○ ふるさとものづくり支援事業（全国市町村振興協会助成事業） 

地域資源を活用した新商品開発に取り組む企業等を支援する市町村に対して、その費用の一

部を補助することで、地域における経済の活性化や雇用機会の創出を支援する。 
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【補助対象】市町村 
【補助対象経費】新商品開発等支援 １，５００万円以内、補助率 原則１／２以内 
        販路開拓支援     ３００万円以内、補助率 原則１／２以内 

 
 

４ 地域再生への支援 （221,958千円） 
 

○ 地域再生マネージャー事業（全国市町村振興協会助成事業） 

専門的知識や実務的ノウハウを有する外部専門家（地域再生マネージャー等）を活用して

地域再生に取り組む市町村に対して当該費用の一部を補助するとともに、地域再生に関する

成果や実例などを全国の地方公共団体に幅広く情報提供することで、活力と魅力ある地域づ

くりを支援する。 
 

（１）外部専門家短期派遣事業 

地域再生に取り組む市町村に対して、外部専門家を派遣し、現地調査を行い、地域課題の

抽出及び解決に向けた方向性の提言等を行う。 
 

（２）ふるさと再生事業 

専門的知識や実務的ノウハウを有する外部専門家を活用して地域再生に取り組む市町村に

対して、当該費用の一部を補助する。 
【補助対象】市町村 
【補助額】市町村が単独で事業に取り組む場合   ７００万円以内、補助率２／３以内 
     複数の市町村が共同で取り組む場合 １，０００万円以内、補助率２／３以内 

 

（３）まちなか再生事業 

専門的知識や実務的ノウハウを有する外部専門家を活用してまちなか再生に取り組む市町

村に対して、当該費用の一部を補助する。 
【補助対象】市町村 
【補助額】市町村が単独で事業に取り組む場合   ７００万円以内、補助率２／３以内 
     複数の市町村が共同で取り組む場合 １，０００万円以内、補助率２／３以内 

 

（４）地域再生フォーラム・セミナーの開催 

地域再生に係る特徴的な事例、地域再生マネージャー等による地域再生に係る手法などの

情報を共有し地方公共団体との連携強化を図るため、若者や女性に魅力のある仕事や地域を

テーマとするフォーラムを開催する。 

また、地方公共団体が抱える課題に応じたテーマにより地方でセミナーを開催する。 

 

（５）地域再生マネージャー事業ホームページの運営 

令和６年度に再構築したホームページ（地域再生に関する成果や実例、ノウハウなどの情

報を検索・閲覧できる機能を追加）を運営する。 

 

（６）「持続可能な地域づくり事例集」の作成 

   地方公共団体の地域づくりの推進に寄与するため、過去に地域再生マネージャー事業を活

用して実施された事業のうち、現在も取組が継続・発展し、成果を上げている事例をとりま

とめた事例集を作成し、地方公共団体等に対して情報発信を行う。 
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５ 地域づくりの人材育成 （7,669千円） 
 

○ 地域未来創生スクール 

財団がこれまでの事業運営の中で蓄積してきたリソース・ノウハウを活用し、地方公共団体

職員等を対象に、地域の未来を担う実践力を備えた地域づくり人材の育成を目的として、新た

に「実践型講義」と「プロセスデザイン研修」とから成る講座を実施するとともに、一流講師

陣との人的ネットワーク形成の場を提供する。 

 

 

６ 公民連携の推進 （59,435千円） 
 

○ 公民連携推進事業（全国市町村振興協会助成事業） 

全国の地方公共団体にとって共通の課題である公共施設の維持管理や運営等に関するＰＰ

Ｐ／ＰＦＩの推進、Society5.0などのテクノロジーを活用した地域イノベーションの推進な

どの諸課題についての調査研究を行うとともに、調査研究結果について全国の地方公共団体

に幅広く情報提供することで、地方公共団体における各制度の円滑な導入及び運用を支援す

る。 

 

（１）地域イノベーション連携事業 

地方公共団体がデジタル技術等を活用して公民連携により地域課題を解決する地域イノベ

ーション連携事業を全国に展開するため、モデル事業、専門家派遣に加え、新たに市町村同

士をつなげる交流の場を設ける。市町村同士をつなげる交流の場は、地域イノベーション連

携に取り組もうとしている地方公共団体職員等を対象とし、双方向の議論（グループワーク）

や交流会（ネットワーキング）等のプログラムにより、地方都市で２回程度開催する。 

 

モデル事業については、事業を実施する経費の一部を補助する。 
【補助対象】市町村 
【補助額】７００万円以内、補助率２／３以内 
 

（２）公民連携アドバイザー派遣事業 

公民連携手法による公共施設等の整備・維持管理、地域イノベーション連携などの推進に

ついて、地方公共団体に専門家を派遣し、具体的な課題について調査・アドバイスを行う。 

 

（３）公民連携フォーラムの開催 

公民連携にかかるテーマについて、第一線で活躍する専門家等による講演を行うフォーラ

ムを開催する。 

 

（４）公民連携ポータルサイトの運営 

公民連携に関する研究成果や実例などの情報を提供するためのポータルサイトを運営する。 

 

 


